
立法情報 

外国の立法 (2009.4)                     国立国会図書館調査及び立法考査局 

【ベトナム】 新国籍法の施行へ－在外ベトナム人の「二重国籍」 
海外立法情報課・遠藤 聡  

 
＊2009 年 7 月 1 日、ベトナムで、「2008 年国籍法」が施行される。同法は、2008 年 11 月 13 日に

国会を通過し、11 月 28 日に公布された。同法の施行により、「ベトナム公民」としてベトナム国

籍を保持することで、在外ベトナム人が「二重国籍」を保持することが可能となる。 

 
 
在外ベトナム人の国籍問題 

 現在、海外に居住する「在外ベトナム人」（Overseas Vietnamese）は 300 万人を超

えるといわれている。彼らの多くは、1975 年以降に難民として海外に定住した者及び

その子孫である。1986 年のドイモイ（刷新）開始にともなう対外開放政策の推進によ

り、1990 年代以降、在外ベトナム人からの海外送金額が急増した。また、一時帰国者

の増加にともない、在外ベトナム人からの投資額も増加していった。こうした中、1998
年、在外ベトナム人や国内居住の外国人等の国籍状況を明確にするために、「ベトナム

国籍法」（7/1998/QH10）（以下「1998 年国籍法」という）が制定された。  
「1998 年国籍法」は、外国国籍をもつ在外ベトナム人に対するベトナム国籍の回復、

及び国内居住の外国国籍者によるベトナム国籍の取得（帰化）を認めた。ここで問題

となったのが「二重国籍」の是非についてである。同法の第 3 条「1 国籍の原則」に

おいて、「ベトナム社会主義共和国は、ベトナム公民（cong dan=citizens）がベトナム

国籍の 1 国籍をもつことを公認する」と規定した。一方で、第 24 条「ベトナム国籍の

離脱」においては、「ベトナム公民が外国国籍を取得するためにベトナム国籍を離脱す

る申請をする場合、ベトナム国籍を離脱することができる」と規定した。  
すなわち、ベトナム国籍の離脱申請をしない場合、当該の者の「二重国籍」状態が

継続することになる。こうした在外ベトナム人の不明確な国籍状況に対処するために、

法の整備が必要となった。  
 
国家と公民の関係 

 「ベトナム国籍法」（24/2008/QH12）（以下「2008 年国籍法」という）は、「1998
年国籍法」に代わるものとして、2008 年 11 月に制定された。  

「1998 年国籍法」では、「国家と公民の関係」について以下のように規定していた

（第 4 条）。①「ベトナム国籍をもつ者は、ベトナム社会主義共和国公民

 「2008 年国籍法」の同規定（第 5 条）では、①「ベトナム国籍をもつ者は、

である」、②

「ベトナム公民は、ベトナム社会主義共和国によって公民の各権利を保障され、法律

の規定に従い国家及び社会に対して自身の義務を遂行しなければならない」。  
ベトナ

ム公民である」とし、「ベトナム社会主義共和国」の国名を外した。また、以下のよう

に、在外ベトナム人のベトナム公民としての規定が追記された。③「ベトナム社会主
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義共和国は、国から遠く離れた環境に適合しつつ、公民の各権利を享受し、公民の義

務を遂行する条件を有する在外ベトナム人のための政策を実施する」、④「外国に定住

しており、外国国籍を同時にもつベトナム公民の権利及び義務は、関係する法律の規

定に従い実現される」。  
 
在外ベトナム人に対する保護 

 「2008 年国籍法」において置かれた「在外ベトナム人に対する保護」に関する規定

は、以下のように「1998 年国籍法」の規定をそのまま踏襲している。「ベトナム社会

主義共和国は、在外ベトナム人の正当な権利を保護する。国内の各国家機関及び在外

のベトナム代表機関は、彼らの保護を実現するために、在住国の法律並びに国際法及

び国際的慣行に従い、すべての必要措置を実施する責任を有する」（第 6 条）。  
 
在外ベトナム人の「二重国籍」の容認 

 「2008 年国籍法」は、第 4 条「国籍の原則」として、「ベトナム社会主義共和国は、

この法律に別段の定めがある場合を除き、

 第 13 条「ベトナム国籍保持者」において、「この法律が効力を発する日までに、ベ

トナムの法律の規定に従いベトナム国籍を喪失していない外国に居住するベトナム人

は、ベトナム国籍を保持し、この法律が効力を発する日から 5 年以内に、ベトナム国

籍の維持のために、在外のベトナム代表機関において登録しなければならない」との

規定が置かれ、在外ベトナム人のベトナム国籍の保持及び維持が保障された。  

ベトナム公民がベトナム国籍の 1 国籍をも

つことを公認する」と規定している。すなわち、以下に記すように、ベトナム公民の

「二重国籍」の保持が法的に保障されたことになる。  

 ベトナム国籍の回復については、これまで、いずれか 1 つに合致すれば回復が認め

られる条件であった①「ベトナムに帰国する」、②「ベトナム公民の妻、夫、実父、実

母又は子をもつ」、③「ベトナムの祖国防衛及び建設事業に貢献した特別な功績を有す

る」、④「ベトナム社会主義共和国にとって利益をもたらす」の 4 条件のほかに、⑤「ベ

トナムで投資を行う」、⑥「外国国籍の取得のためにベトナム国籍を離脱したが、外国

国籍を取得していない」の 2 条件が加わった（第 23 条）。さらに、ベトナム国籍を回

復した者は外国国籍を離脱しなければならないが、前記の②、③、④に該当する者は、

特別の場合において国家主席の許可を得れば、

 
当該措置から免れることとした（同条）。 
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